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平成29年５月12日 
各 位 

会  社  名  サ ト レ ス ト ラ ン シ ス テ ム ズ 株 式 会 社

代表者名  代表取締役執行役員社長 重里  政彦

 （コード番号 8163 東証第１部）

問合せ 先  取締役執行役員管理本部長 田中 正裕

 （TEL 06-7222-3101）

 

「商号の変更」および「定款の一部変更」に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、「商号の変更」および「定款の一部変更」を平成29年６月29日開催予

定の当社第49期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 変更の理由 

当社は、経営の効率化を図り、市場環境の変化に柔軟に対応できる体制づくりが必要と考え、経営戦略機

能と事業執行機能を分離することで意思決定の迅速化を図り、経営人材の育成と機動的で且つ柔軟な事業運

営実現の観点から、会社分割による持株会社体制移行に向けた検討を開始することを平成 29 年２月 1 日開

催の取締役会にて決議いたしました。また、平成29年10月１日をめどに当社100%子会社のサトフードサー

ビス株式会社に当社が営む飲食事業およびフランンチャイズ店舗運営事業を簡易吸収分割により承継する

予定にしております。つきましては、当該持株会社体制に向けて、商号を現「サトレストランシステムズ株

式会社」より「ＳＲＳホールディングス株式会社」に変更、現行定款第１条（商号）および第２条（目的）

の一部を変更するものであります。 

なお、本吸収分割は、分割会社である当社においては会社法第784条第２項に規定する簡易分割、承継会

社であるサトフードサービス株式会社においては会社法第 796 条第１項に定める略式分割に該当するため、

両社の株主総会による吸収分割契約の承認を得ずに行う予定です。 

 

２． 商号変更 

変更の内容は、次のとおりであります。 

なお、本商号変更は吸収分割契約の効力発生日である平成29年10月1日（予定）をもって効力が発生す

るものとします。 

    現商号     新商号 

サトレストランシステムズ株式会社 

（英語表記：SATO RESTAURANT SYSTEMS CO.,LTD.） 

ＳＲＳホールディングス株式会社 

（英語表記：SRS HOLDINGS CO.,LTD.） 

 

３． 定款変更の内容 

変更の内容は、次のとおりであります。 

なお、本定款変更は吸収分割契約の効力発生日である平成29年10月1日（予定）をもって効力が発生す
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るものとします。 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 

現行定款 変更案 
（商 号）  

第 １ 条   当会社は、サト レストランシステムズ株式会

社と称する。  

英文では、SATO RESTAURANT SYSTEMS CO .,LTD .

と称する。  

 
（目 的）  

第 ２ 条   当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

 

 

 
１．飲食店の経営および観光施設ならびに駐車場の経営 

２．フランチャイズチェーンシステムによる飲食店の加盟

店の募集及び経営指導 

３．食料品の製造・加工および販売ならびに魚貝類の販売 

４．玩具・日用品雑貨の販売  

５．酒類及びたばこの販売  

６．不動産の売買・賃貸・管理ならびに土地の造成および

土木・建設工事の設計・請負  

７．貨物自動車運送業  

８．自動車の修理ならびに販売  

９．損害保険代理業  

（新 設） 

（新 設） 

 
（新 設） 

（新 設） 

（新 設） 

10．前各号に附帯または関連する一切の事業および投資 

（商 号）  

第 １ 条   当会社は、SRSホールディングス株式会社と

称する。  

英文では、SRS HOLDINGS  CO .,LTD .と称する。  

 

 
（目 的）  

第 ２ 条   当会社は、次の事業を営むことならびに次の

事業を営む会社その他の法人等の株式または持分を所有

することにより、当該法人等の経営管理及びこれに付帯す

るまたは関連する業務を行うことを目的とする。  

１．飲食店の経営及び観光施設ならびに駐車場の経営 

２．フランチャイズチェーンシステムによる飲食店の加盟

店の募集及び経営指導 

３．食料品の製造・加工及び販売ならびに魚貝類の販売 

４．玩具・日用品雑貨の販売  

５．酒類及びたばこの販売  

６．不動産の売買・賃貸・管理ならびに土地の造成及び土

木・建設工事の設計・請負  

７．貨物自動車運送業  

８．自動車の修理ならびに販売  

９．損害保険代理業  

10．経営コンサルティング業 

11．特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ノウハウ等の

取得、維持、管理、利用許諾及び譲渡 

12．金銭の貸付、資金調達、資金運用 

13．一般事務処理受託 

14．投資業 

15．前各号に附帯または関連する一切の事業 

 

 

以上 


